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第３期岡山県国民健康保険運営方針（抜粋）

第３章 納付金及び標準保険料（税）の算定方法

第２節 保険料（税）水準の統一

本県の現状として、市町村間の医療費水準に差異があり、
保険料（税）の算定方式も異なっていることなどから、直ちに
保険料（税）水準を統一していくことは困難な状況と考えます
が、将来的には、県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれ
ば同じ保険料（税）とすることを目指していくこととし、ワーキ
ンググループ等において、引き続き、統一に係る諸課題の整
理やその解決に向けた検討を行います。
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本県の取組状況（経過報告）

・国の保険料水準統一加速化プラン等の動きを受け、まずは
「納付金ベースの統一」について、市町村と担当者レベルの
勉強会やワーキンググループ等での意見交換を行い、目標
年度や経過措置等を検討した。

・検討状況及び検討結果について、市長会、町村会で説明し、
概ね理解が得られた。

・その内容は次ページのとおりであり、現在、最終合意に向け
た調整を行っているところである。

・合意内容については、第３期岡山県国民健康保険運営方針
の中間見直し（令和８年度実施）に盛り込む予定としている。
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市町村と調整している主な内容

・ 納付金ベースの統一（α＝０）の目標年度を令和１１年度と
し、令和８年度の納付金算定から段階的にαを引き下げる。
※ α：納付金算定で医療費水準をどの程度反映させるかを調整する指数

・ 令和８年度から、医療費水準を基にした影響緩和措置（イン
センティブ交付金）を創設する。

・ 引き続き、県内における医療費水準の平準化を図るために、
医療費適正化の取組を促進する。
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最終的には保険料（税）の完全統一を目指しつつ、まずはそ
の前段階の「納付金ベースの統一」に、次のとおり取り組む。


